
企業局建設工事等の入札及び契約の過程並びに契約の内容等に関する事項の公表要領 
令和４年２月１日 

工務管理課 
 

（趣旨） 
第１条 この要領は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成１２年法

律第１２７号。以下「法」という。）及び公共工事の入札及び契約の適正化を図るための
措置に関する指針（平成１８年５月２３日閣議決定）において、入札及び契約の過程並び
に契約の内容の透明性の確保が定められた趣旨を踏まえ、企業局が発注する建設工事、
測量、建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償コンサルタント業務及び建築設計業
務（以下「建設工事等」という。）の入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項
の公表の手続について、必要な事項を定めるものとする。 

 
（定義） 

第２条 この要領に掲げる用語の意義は、入札・契約に関する法令等又は企業局及び県の要
綱等に定めるところによる。 

 
（対象工事等） 

第３条 この要領の対象となる建設工事等は、一般競争入札（条件付一般競争入札を含む。
以下同じ。）、指名競争入札又は随意契約の方法により契約を締結する建設工事等（以下
「対象工事等」という。）とする。 

 
（入札及び契約に関する情報） 

第４条 企業局長は、次に掲げる事項を遅滞なく公表するものとする。 
（１）一般競争入札 

① 一般競争入札に係る次に掲げる事項を、入札公告時に公表するものとする。 
ア 件名、場所、調達区分及び業種 
イ 入札及び契約の方法 
ウ 等級区分 
エ 地域要件（条件付一般競争入札の場合に限る。） 
オ 公告日 
カ 申請期限 
キ 入札予定日 
ク 予定工期 

② 一般競争入札に係る次に掲げる事項を、契約の相手方決定（再度の入札において
も落札者となるべき者がいなかった場合における随意契約（以下「不落随契」とい



う。）により契約の相手方が決定した場合を含む。）後に公表するものとする。 
ア 入札日 
イ 結果 
ウ 予定価格（税込み） 
エ 予定価格（入札書比較価格） 
オ 最低制限価格又は調査基準価格（税込み）及び失格基準価格（税込み）（失格

基準価格を設けた場合に限る。） 
カ 最低制限価格又は調査基準価格（入札書比較価格）及び失格基準価格（入札書

比較価格）（失格基準価格を設けた場合に限る。） 
キ 落札金額 
ク 落札者 
ケ 入札者の商号又は名称及び代表者氏名並びに入札高 
コ 入札参加資格を認めなかった者の商号又は名称及び代表者氏名並びに入札参

加資格を認めなかった理由 
サ 最低価格入札者以外の者を落札者とした場合はその理由 

③ 調査基準価格を設定した案件において低入札価格調査を実施したときは、当該調
査結果の概要及び最高評価値者（総合評価落札方式にあって評価値が最も高い者を
いう。）又は最低価格入札者（総合評価落札方式以外にあって最低の価格をもって
入札をした者をいう。）以外を落札者とした場合はその理由を低入札価格調査審査
結果票（別記様式第１号）により、落札者決定後に公表するものとする。 

（２）指名競争入札 
① 指名競争入札に係る次に掲げる事項を、指名通知後に公表するものとする。 

ア 件名、場所、調達区分及び業種 
イ 入札及び契約の方法 
ウ 指名通知日 
エ 入札予定日 
オ 予定工期 

② 指名入札に係る次に掲げる事項を、契約の相手方決定（不落随契により契約の相
手方が決定した場合を含む。）後に公表するものとする。 
ア 入札日 
イ 結果 
ウ 予定価格（税込み） 
エ 予定価格（入札書比較価格） 
オ 最低制限価格又は調査基準価格（税込み）及び失格基準価格（税込み）（失格

基準価格を設けた場合に限る。） 
カ 最低制限価格又は調査基準価格（入札書比較価格）及び失格基準価格（入札書



比較価格）（失格基準価格を設けた場合に限る。） 
キ 落札金額 
ク 落札者 
ケ 入札者の商号又は名称及び代表者氏名並びに入札高 

③ 指名業者の選定理由については、指名選定理由書（別記様式第２号）により、契 
約締結後に閲覧に供するものとする。 

 
（３）随意契約（不落随契を除く。） 

① 随意契約に係る次に掲げる事項を、見積依頼通知後に公表するものとする。 
ア 件名、場所、調達区分及び業種 
イ 入札及び契約の方法 
ウ 見積依頼通知日 
エ 見積予定日 
オ 予定工期 

② 見積結果に係る次に掲げる事項を、契約締結後に公表するものとする。 
ア 見積日 
イ 結果 
ウ 予定価格（税込み） 
エ 予定価格（入札書比較価格） 
オ 落札金額 
カ 落札者 
キ 見積者の商号又は名称及び代表者氏名並びに見積高 

 
（４）落札者となるべきものがいなかった場合 

競争入札に付し、落札者となるべき者がいなかったとき（不落随契により契約の相
手方が決定した場合を除く。）は、当該競争入札に係る次に掲げる事項を、開札後に公
表するものとする。 

ア 入札日 
イ 結果 
ウ 入札者の商号又は名称及び代表者氏名並びに入札高 
エ 入札高が最低制限価格未満又は予定価格超であった場合はその旨 
オ 入札参加資格を認めなかった者の商号又は名称及び代表者氏名並びに入札参

加資格を認めなかった理由 
２ 企業局長は、入札に付した場合及び随意契約によることとした場合の対象工事等に係

る次に掲げる事項を、契約締結後に遅滞なく公表するものとする。 
ア 件名、場所、調達区分及び業種 



イ 入札及び契約の方法 
ウ 契約の相手方 
エ 概要 
オ 工期 
カ 契約日 
キ 契約金額 
ク 随意契約における契約相手方の選定理由（随意契約の場合） 
ケ 変更契約結果詳細 

 
（発注見通し）  

第５条  企業局長は、年度当初における年度末までの発注見通しについて、次に掲げる事項
を５月 10 日（宮崎県の休日を定める条例（平成元年宮崎県条例第 22 号）第２条に規定
する休日に当たるときは、その翌開庁日。以下、日付の規定について同じ。）までに一括
公表するものとする。 

（１）件名、場所及び業種  
（２）工事又は業務期間  
（３）入札及び契約の方法  
（４）工事又は業務の概要  
（５）工事又は業務（建築設計及び地質調査業務を除く。）の発注規模 

２ 企業局長は、前項で公表した発注見通しについて、原則として６月以降毎月 1 日付けで
更新するものとし、１月については１月 10 日までに更新するものとする。  

３ 発注見通しの公表を行う際の運用については、別に定める。 
 
（公表の方法及び期間） 

第６条 企業局長は、第４及び第５に規定する事項（入札参加者選定理由書を除く。）を宮
崎県公共事業情報サービス（以下「入札情報サービス」という。）において公表する。 

２ 公表の期間は、次の各号に掲げるとおりとする。 
（１）一般競争入札及び条件付一般競争入札 

入札公告をした日の属する年度の翌年度の３月３１日まで 
（２）指名競争入札 

指名通知をした日の属する年度の翌年度の３月３１日まで 
（３）随意契約 

契約を締結した日の属する年度の翌年度の３月３１日まで 
（４）発注見通し  

公表した日の属する年度の３月３１日まで 
 



（その他事項の公表） 
第７条 県が発注する建設工事等の契約に係る入札参加者の資格等に関する要綱（平成 20

年宮崎県告示第 369 号。以下「資格要綱」という。）第７条第４項に規定する建設業
者等有資格業者名簿（以下「名簿」という。）については、入札情報サービスにおい
て公表するとともに県土整備部管理課、各土木事務所及び西臼杵支庁において閲覧
に供するものとし、公表期間は当該名簿に係る認定日から次の定期認定日の前日ま
でとする。 

２ 資格要綱第５条に規定する入札参加資格申請書については、当該申請書に係る同第
７条に規定する認定の日から次の定期認定日の前日まで、県土整備部管理課において
閲覧に供するものとする。 

３ 建設工事等の入札・契約に係る要綱、要領及び通知等は、県のホームページ等におい
て公表するものとする。 

 
 
 

附 則 
この要領は、令和４年２月１日から施行する。 
 

附 則  
この要領は、令和７年４月１日から施行する。 
 

附 則  
この要領は、令和８年２月１日から施行する。 
 



様式第１号（その１）（第４関係）

（※低入札価格調査の結果、最高評価値者又は最低価格入札者を落札者とした場合）

1 件 名

2 場 所

3 入 札 日

4 予 定 価 格 　円

5 　円

6 　円

7 　円

8 　円

低入札価格調査審査結果票

調査基準価格
　（入札書比較価格）

　下記の者は、「宮崎県企業局低入札価格調査制度取扱要領」（令和元年11月29日企業局総務
課定め）第２条により定めた調査基準価格未満で申込みをしたため、同要領第７条による低入
札価格調査を行ったところ、当該契約の内容に適合した履行がなされると認められたため、落
札者とすることとする。

記

低入札価格調査対象者

失格基準価格
　　　（税込み）

失格基準価格
　（入札書比較価格）

調査基準価格
　　　（税込み）

調　査　実　施　日

調査結果の判定実施日

入　　　札　　　高



様式第１号（その２）（第４関係）

（※低入札価格調査の結果、最高評価値者又は最低価格入札者以外の者を落札者とした場合）

1 件 名

2 場 所

3 入 札 日

4 予 定 価 格 　円

5 　円

6 　円

7 　円

8 　円
失格基準価格
　（入札書比較価格）

契約の内容に適合した履
行がなされないおそれが

あるとした理由

低入札価格調査審査結果票

調査基準価格
　　　（税込み）

調査基準価格
　（入札書比較価格）

　下記の者は、「宮崎県企業局低入札価格調査制度取扱要領」（令和元年11月29日企業局総務課
定め）第２条により定めた調査基準価格未満で申込みをしたため、同要領第７条による低入札価
格調査を行ったところ、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められた
ため、落札者としないこととする。
　したがって、次順位者（最高評価値者又は最低価格入札者を落札者とせず、予定価格の制限の
範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、次に評価値が高い者又は次に入札額が低い
者）を落札者とする。

記

低入札価格調査対象者

失格基準価格
　　　（税込み）

入　　　札　　　高

調　査　実　施　日

調査結果の判定実施日



様式第２号（第４関係）

１　工事(業務)番号

２　工事(業務)名

３　工事(業務)場所

４　入札日

５　指名競争入札を行った理由

６　選定理由

評　価　項　目

指名選定理由書

指名基準


